
   

第 4 章 立地適正化計画 

1. 立地適正化計画の概要 

(1)  立地適正化計画で定める事項 
立地適正化計画は、概ね 20 年後の都市の姿を展望し、基本的に以下の事項を定めま

す。 

〇立地適正化計画の区域 

〇立地の適正化に関する基本的な方針 

〇居住誘導区域と行政が講ずべき施策 

〇都市機能誘導区域と行政が講ずべき施策 

〇誘導施設 

〇施策又は事業等の推進に関連して必要な事項 

〇防災指針 

〇その他、居住や施設の立地適正化を図るために必要な事項 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 立地適正化計画 

都市再生特別措置法第81条に基づく計画であり、都市全体の観点から居住機能や都市

機能の立地、公共交通の充実に関する包括的なマスタープランであり、「居住誘導区

域」、「都市機能誘導区域」、「誘導施設」等の設定を行います。 

 

図 立地適正化計画 

出典：立地適正化計画の説明会資料（平成 27年 6月 1 日時点版）／国土交通省
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■ 居住誘導区域 

人口減少の中にあっても

一定エリアにおいて人口密

度を維持することにより、生

活サービスやコミュニティ

が持続的に確保されるよう

居住を誘導すべき区域です。 

 

■ 都市機能誘導区域 

医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や

生活拠点に誘導し集約することにより、これらの各種

サービスの効率的な提供を図る区域です。都市機能誘

導区域は、基本的に居住誘導区域の中に設定します。 

■ 誘導施設 

都市機能誘導区域ごとに、立地を誘導すべき都市

機能増進施設を定めます。 

具体的には、病院・診療所、デイサービスセンタ

ー、幼稚園、小学校、図書館、博物館、スーパーマ

ーケットなどが想定されています。 

■ 防災指針 

災害に強い都市づくりとコンパクト・プ

ラス・ネットワークの都市づくりの両輪を

推進するため、災害リスクの高い地域を居

住誘導区域に含めることについては慎重

に判断して新たな立地抑制を図るととも

に、居住誘導区域に残存する災害リスクに

対しては、防災指針を定め、計画的かつ着

実に必要な防災・減災対策に取り組むこと

とされています。 

併せて、居住誘導区域外に生活している

居住者の安全を確保するための取り組み

も検討します。 

図 居住誘導区域・都市機能誘導区域・誘導施設 

出典：立地適正化計画の説明会資料（平成 27年 6月 1 日時点版）／国土交通省

図 防災指針 

出典：立地適正化計画の手引き／国土交通省
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